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する条件付き入札公告（  〃  ）･･････････････････････････････････････････････････９０ 

○配水管布設替工事（Ｓ０４）及び消火栓新設工事（消０１）に関する条件付き 

入札公告（水道工務課）･････････････････････････････････････････････････････････････９２ 

○配水管布設工事（Ｓ０７）及び配水管布設替工事（Ｓ０８）に関する条件付き 

入札公告（  〃  ）･････････････････････････････････････････････････････････････９５ 
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◇大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 内容 

１ 個人の市民税に関する申告書の記載事項について一定の簡便な記載によることを可能とす 

る措置を講じます。（第１条による改正 第２７条関係） 

（１） 所得税に係る給与の年末調整の適用を受けた納税義務者が、市民税に関する申告書を  

 提出する際に、所得控除に関する記載事項の一部（社会保険料、生命保険料、扶養控除等の

内訳額）を省略可能（控除合計額のみを記載）とします。 

２ 子どもの貧困に対応するための単身児童扶養者（※）に対する非課税措置の創設に向けての

規定整備（第１条による改正 第２８条の２、第２８条の３、第２９条関係、第２条による改

正 附則第１２条関係） 

 （１） 令和３年度以後の各年度分の個人の市民税について、単身児童扶養者（当該単身児童 

扶養者の前年の合計所得金額が１３５万円を超える場合を除く。）を非課税措置の対象に加 

えることとします。 

  ３ 軽自動車税の見直しに伴う規定の整備（第１条による改正 附則第１５条の２の２～第１６ 

条の２関係、第２条による改正 附則第１６条及び第１６条の２関係） 

   （１） 種別割におけるグリーン化特例（軽課）について、現行要件を２年間延長（令和２年 

度及び令和３年度）するとともに、令和４年度及び令和５年度課税における要件を電気自動

車等に限定します。 

   （２） 消費税率引上げに伴う対応として、令和元年１０月１日から令和２年９月３０日まで 

の間に軽自動車を取得した場合、環境性能割の税率を１％分軽減する措置を行います。 

 （３） 種別割及び環境性能割創設（令和元年１０月１日より）による所要の整備 

４ その他所要の規定の整備を行います。 

３ 施行期日 

  令和元年１０月１日ほか 

◇大和高田市手数料条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

不正競争防止法等の一部を改正する法律による工業標準化法の一部改正に伴い、文言の整理を

行うものです。 

２ 内容 

別表２９の項中「日本工業規格」の文言を「日本産業規格」に改めます。（別表関係） 

３ 施行期日 

  令和元年７月１日 

◇大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

平成３０年の地方からの提案等に関する対応方針が閣議決定され、参酌基準である家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行うもの

です。 

２ 内容 

１ 連携施設の確保が著しく困難であると認める家庭的保育事業者等において、連携施設に代え

て、次に掲げる要件を満たす連携協力を行う者を確保できるときは、家庭的保育事業等を実施

公布された条例のあらまし 
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することができるものとします。（第６条関係） 

（１) 認可外保育施設に対する仕事・子育て両立支援事業としての助成を受けている者の設置

する施設であること。 

（２) 保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことを目的とする施設であり、地方公共団体

より補助を受けているものであること。 

２ 満３歳以上の児童に対して保育を行うことが適当と認める保育所型事業所内保育事業を行う

者は、連携施設の確保をしないことができるものとします。（第４５条関係） 

３ 省令附則第２条の経過措置が適用されている事業者のうち、家庭的保育者の居宅以外で保育

を提供している家庭的保育事業については、自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、

自園調理の原則の適用を猶予する経過措置期間を１０年とします。（附則第２条第２項） 

４ 家庭的保育事業者等が連携施設の確保をしないことができる期限を５年間延長します。（附

則第３条関係） 

３ 施行期日 

  公布の日 

◇大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の

施行に伴い、平成２７年４月から一部実施している消費税を財源とした低所得者の保険料の軽減

強化について、令和元年１０月の消費税率１０％への引上げに合わせた更なる軽減強化を行うた

め、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 内容 

１ 所得段階が第１段階の第１号被保険者の保険料について、令和元年度及び令和２年度の減額

賦課を３２，２８０円から２６，８８０円に引き下げます。（第４条第２項関係） 

２ 所得段階が第２段階の第１号被保険者の保険料について、令和元年度及び令和２年度に限り、

５３，６４０円から４４，７６０円に減額して賦課します。（第４条第３項関係） 

３ 所得段階が第３段階の第１号被保険者の保険料について、令和元年度及び令和２年度に限り、

５３，６４０円から５１，９６０円に減額して賦課します。（第４条第４項関係） 

４ その他所要の規定の整備を行います。 

３ 施行期日 

  公布の日 

◇大和高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

１ 理由 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員認 

定資格研修の実施の事務及び権限について、指定都市も当該研修を実施できることとなったこと

を受けて、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 内容 

放課後児童支援員の資格要件の緩和（第１０条関係） 

放課後児童支援員の資格要件の一つである「都道府県知事が実施する研修を修了しているこ

と」とする規定について、当該研修の実施主体が指定都市であっても要件を充足する規定に改め

ます。 

３ 施行期日 

  公布の日 

◇大和高田市水道事業給水条例及び大和高田市下水道条例の一部を改正する条例 

１ 理由 
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令和元年１０月１日から消費税及び地方消費税（以下「地方消費税等」という。）の率が引き

上げられることを受け、上下水道の使用に係る料金について所要の規定の整備を行うものです。 

２ 内容 

１ 大和高田市水道事業給水条例の一部改正（第１条） 

上水道使用料金及び水道施設分担金の額について、消費税及び地方消費税相当額を加算した

額とします。（第２９条関係、第３６条の２関係） 

２ 大和高田市下水道条例の一部改正（第２条） 

水量使用料及び水質使用料について、転嫁している消費税等相当額の算定率を８％から１０ 

％に引き上げます。（第２５条関係） 

３ その他所要の規定の整備を行います。 

３ 施行期日 

  令和元年１０月１日 

◇災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

平成３０年６月に公布された第８次地方分権一括法により災害弔慰金の支給等に関する法律

（昭和４８年法律第８２号）が改正され、年３％に固定されている災害援護資金の貸付利率につ

いて、市町村の政策判断に基づき、これよりも低い利率での貸付けを条例で設定できるようにな

ったこと等を踏まえ、災害援護資金の貸付けについて、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 内容 

１ 災害援護資金の貸付けについて、保証人を立てることができることとします。（第１４条第 

１項及び第２項関係） 

２ 災害援護資金の据置期間経過後の貸付利率について、延滞の場合を除き年３％としていると 

ころを、保証人の有無に応じて次のとおり定めることとします。（第１４条第３項関係） 

 （１） 保証人がいる場合  零 

 （２） 保証人がいない場合 年１．５％ 

３ 災害援護資金の償還方法に、半年賦償還又は月賦償還を追加します。（第１５条関係） 

４ その他文言の整理 

３ 施行期日 

  公布の日 
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条例第２号 

大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年７月１０日  

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 （大和高田市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 大和高田市税賦課徴収条例（昭和２６年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第２７条第１項本文中「３月１５日」を「、３月１５日」に改め、同条第２項中「法第３１７条

の６第１項」を「、法第３１７条の６第１項」に改め、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項

を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ 第１項又は第４項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第１９０条の規

定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第１項の申告書を提出するとき

は、法第３１７条の２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規

則で定める記載によることができる。 

  第２８条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項中「同

項の」を「同項に規定する」に改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を

加える。 

  （３） 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

  第２８条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項中「第

２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶

養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法

第２０３条の６第１項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、

同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  （３） 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

  第２８条の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第２項」に改め、同条第４

項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第６項」に改める。 

  第２９条第１項中「によって」を「により」に、「同条第６項」を「同条第７項」に、「第７項」

を「第８項」に、「においては」を「には」に改める。 

  附則第１５条の２の次に次の１条を加える。 

  （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第１５条の２の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含む。）に掲

げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）に対しては、当該

３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間（附則第１５

条の７第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、第７４条第１項の規定に

かかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

  附則第１５条の３に次の３項を加える。 

 ２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、３輪

以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）又は法第４

５１条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の適

用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等

条 例 
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（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に

基づき当該判断をするものとする。 

 ３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、そ

の納付すべき額について不足額があることを附則第１５条の５の規定により読み替えられた第７

５条の６第１項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知

った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその

他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りそ

の他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣

が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又は

その一般承継人を当該不足額に係る３輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定に

よりその例によることとされた法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上

の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足

額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

  附則第１５条の７に次の１項を加える。 

 ３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第７５条の４（第２号に係る部分に

限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限

り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

  附則第１６条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指定」の次に「（次項か

ら第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

 ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第７６条の規定

の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和

２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度

分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３,９００円 １,０００円 

第２号ア（ウ）i ６,９００円 １,８００円 

１０,８００円 ２,７００円 

第２号ア（ウ）ii ３,８００円 １,０００円 

５,０００円 １,３００円 

 ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定するガソリ

ン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のも

のに対する第７６条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３,９００円 ２,０００円 

第２号ア（ウ）i ６,９００円 ３,５００円 

１０,８００円 ５,４００円 

第２号ア（ウ）ii ３,８００円 １,９００円 

５,０００円 ２,５００円 

 ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前

項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第７６条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた
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場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日

から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３,９００円 ３,０００円 

第２号ア（ウ）i ６,９００円 ５,２００円 

１０,８００円 ８,１００円 

第２号ア（ウ）ii ３,８００円 ２,９００円 

５,０００円 ３,８００円 

  附則第１６条の２を次のように改める。 

  （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

 第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項

から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

 ２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第７７条第２項の納

期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知った場合において、

当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該

申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含

む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣

の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦

課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種

別割に関する規定（第７９条及び第８０条の規定を除く。）を適用する。 

 ３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、

これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

第２条 大和高田市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。 

  附則第１６条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用の

ものに対する第７６条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

  附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 （１） 第１条中大和高田市税賦課徴収条例第２７条第７項を同条第８項とし、同条第６項を同条

第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える改正規定並びに

第２８条の２、第２８条の３及び第２９条第１項の改正規定並びに次条の規定 令和２年１月１

日 

 （２） 第２条中大和高田市税賦課徴収条例第１２条の改正規定及び附則第３条の規定 令和３年

１月１日 
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 （３） 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定 令和３年４月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の大和高田市税賦課徴収条例（次項及び第３項におい

て「令和２年新条例」という。）第２７条第５項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令

和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該

申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する

場合については、なお従前の例による。 

２ 令和２年新条例第２８条の２第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定は、前条第１号に掲げ

る規定の施行の日以後に支払を受けるべき大和高田市税賦課徴収条例第２７条第１項に規定する

給与について提出する令和２年新条例第２８条の２第１項及び第２項に規定する申告書について

適用する。 

３ 令和２年新条例第２８条の３第１項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払を

受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第６号）第１条の規定による改正後

の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条

の６第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）

について提出する令和２年新条例第２８条の３第１項に規定する申告書について適用する。 

第３条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の大和高田市税賦課徴収条例第１２条第１項

（第２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の大和高田市税賦課徴収条例（以

下「新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日以

後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割について適用する。 

第５条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の大和高田市税賦課徴収条例の規定は、令和３

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割

については、なお従前の例による。 

 

条例第３号 

大和高田市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年７月１０日  

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市手数料条例の一部を改正する条例 

 大和高田市手数料条例（平成１２年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 別表２９の項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和元年７月１日から施行する。 

 

条例第４号 

大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をこ 

こに公布する。 

  令和元年７月１０日  

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
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例 

大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１５

号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「ことができる」を「こととすることができる」に改め、同条の次に次の２項を加

える。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困

難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲

げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第

３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

（１） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１項の規定による助成

を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限

る。） 

（２） 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であって、法

第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用

に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

第１６条第２項第４号中「乳幼児」を「利用乳幼児」に改め、「附則第２条第２項において同じ。」

を削る。 

第３７条第２号中「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）」を「子ども・子育て支援

法」に改める。 

第４５条中「第６条第１号」を「第６条第１項第１号」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に規定する事業を行う

ものであって、市長が適当と認めるもの（附則第３条において「特例保育所型事業所内保育事業者」

という。）については、第６条第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことがで

きる。 

附則第２条第２項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに

限る。）」を削る。 

附則第３条中「事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）」を加え、「５

年」を「１０年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第５号 

大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年７月１０日  

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例 

大和高田市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中「各年度」を「令和元年

度及び令和２年度」に、「３２，２８０円」を「２６，８８０円」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和２

年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、４４，７６０円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和２

年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、５１，９６０円とする。 

附 則 
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 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和高田市介護保険条例の規定は、

平成３１年４月１日から適用する。 

２ この条例による改正後の大和高田市介護保険条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、

平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

条例第６号 

大和高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条 

例をここに公布する。 

  令和元年７月１０日  

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例 

大和高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第

１９号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の１９第１項の指定都市の長」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第７号 

大和高田市水道事業給水条例及び大和高田市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年７月１０日  

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市水道事業給水条例及び大和高田市下水道条例の一部を改正する条例 

 （大和高田市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 大和高田市水道事業給水条例（昭和３３年条例第１９号）の一部を次のように改 

める。 

  第２９条第１項中「１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、

切り捨てた額）」を「消費税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が

課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に

基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同

じ。）を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）」に改め

る。 

  第３６条の２第１項中「１００分の１０８を乗じて得た額」を「消費税等相当額を加算した額」

に改める。 

 （大和高田市下水道条例の一部改正） 

第２条 大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号）の一部を次のように改める。 

  目次中「第２条の５」を「第２条の４」に改める。 

  第２５条第２項中「１００分の１０８を乗じ得た額」を「消費税等相当額（消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得

た金額の合計額をいう。）を加算した額」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）前から継続して供給している水道の使用で施行日から令和元年１０月

３１日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの（施行日以後初めて料金の支払を受ける

権利が確定する日が同月３１日後であるもの（以下この項において「特定使用」という。）にあっ

ては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日

（その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。）から施行

日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日か

ら令和元年１０月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分（以下この項において

「特定使用に係る部分」という。））の当該確定した料金（特定使用にあっては、当該確定した料金

のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限る。）については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の大和高田市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用

している下水道の使用で施行日から令和元年１０月３１日までの間に料金の支払を受ける権利が

確定するもの（施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日後であるもの

（以下この項において「特定使用」という。）にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後

初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日（その直前の料金の支払を受ける権利が確定

した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定

する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年１０月３１日までの期間の月数を

乗じて計算した金額に係る部分（以下この項において「特定使用に係る部分」という。））の当該確

定した料金（特定使用にあっては、当該確定した料金のうち当該特定使用に係る部分に対応する部

分に限る。）については、なお従前の例による。 

４ 第２項及び前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときはこれを１月と

する。 

 

条例第８号 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年７月１０日  

大和高田市長 堀内 大造   

   災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   大和高田市災害弔慰金の支給等に関する条例 

 第３条、第９条及び第１２条第１項中「市は」を「市長は」に改める。 

 第１４条を次のように改める。 

 （保証人及び利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

２ 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保

証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。 

３ 延滞の場合を除く据置期間経過後の法第１０条第４項の規定により条例で定める利率は、保証人

を立てる場合は零とし、保証人を立てない場合は年１．５パーセントとする。 

 第１５条第１項中「年賦償還」の次に「、半年賦償還又は月賦償還」を加え、同条第３項中「、保

証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の第１４条及び第１５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に生じ

た災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に

生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前

の例による。 

 

 

 

規則第２号 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次

のように定める。 

  令和元年６月２０日  

大和高田市長 堀内 大造   

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和５７年規則第１３号）

の一部を次のように改正する。 

 目次中「第２３条―第２７条」を「第２３条―第２８条」に改める。 

 第１７条第１項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第１９号までを１号ずつ繰り上

げる。 

 本則に次の１条を加える。 

（平成３１年４月１日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例） 

第２８条 平成３１年４月１日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び

福祉事業（以下この項において「補償等」という。）のうち、平成３１年４月１日前に算定された

補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額（条例の規定による年金たる補償並びに第１７条の

規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金（以下この項において「年

金たる補償等」という。）にあっては、条例第１６条において例によることとされる地方公務員災

害補償法第４０条第３項に規定する支払期月（同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただ

し書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。）にそれぞれ

支払われた額の合計額）は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額（その額が

零を下回る場合には、零とする。）及び第３号に掲げる額を第２号に掲げる額に加えた額とする。 

（１） 平成３１年４月１日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額（年金たる補

償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額） 

（２） 平成３１年４月１日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額（年金たる補償

等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額） 

（３） 次のア又はイに掲げる補償等に関する区分に従い、当該ア又はイに定めるところにより算

定される額 

ア 年金たる補償等 第１号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第２号の支払期月にそれぞ

れ支払われた額を控除して得た額（その額が零を下回る場合には、零とする。）に、当該年金

たる補償等の支給の対象とされた月を基準として市長が定める率を乗じて得た額の合計額 

イ 年金たる補償等以外の補償等 第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額

（その額が零を下回る場合には、零とする。）に、同号に掲げる額が支給された日を基準とし

て市長が定める率を乗じて得た額 

２ 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、実施機関が定め

る。 

規 則 



令和元年７月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３６６号 

 15 

 別表第１第７号ソ中「アからセ」を「アからソ」に改め、ソをタとし、セをソとし、スをセとし、

シをスとし、サをシとし、コの次に次のように加える。 

サ オルト－トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第２８条の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

 

規則第３号 

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように定

める。 

  令和元年６月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

（市長が保有する公文書の開示に関する規則の一部改正） 

第１条 市長が保有する公文書の開示に関する規則（平成１１年規則第５０号）の一部を次のように

改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（市長が保有する個人情報の保護に関する規則の一部改正） 

第２条 市長が保有する個人情報の保護に関する規則（平成１３年規則第３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則の一部改正） 

第３条 大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

様式第１号及び第２号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

附 則 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

 

 

 

訓令第１号 

令和元年度大和高田市固定資産税家屋評価補助業務委託事業者選定委員会設置要綱を次のように定 

める。 

  令和元年６月７日  

大和高田市長 堀内 大造   

令和元年度大和高田市固定資産税家屋評価補助業務委託事業者選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 令和元年度大和高田市固定資産税家屋評価補助業務委託に係る受託候補者（以下「受託候補

者」という。）の選定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、令和元年度大和高田市

固定資産税家屋評価補助業務委託事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 実施要項及び仕様書の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、プレゼンテーション等による提案内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

訓 令 
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（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員４人をもって組織する。 

２ 委員長は、財務部長をもってこれに充てる。 

３ 副委員長は、財務部次長をもってこれに充てる。 

４ 委員は、次に掲げる者とする。 

（１） 財務部財政課長 

（２） 財務部税務課長 

（３） 会計課長 

（４） 固定資産税の課税事務についての優れた識見を有する職員のうち、委員長が指名するもの 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

５ 会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第６条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対して、利益又は不利益を与える行為

をしてはならない。 

（守秘義務） 

第７条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、財務部税務課において処理する。 

（委任） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、令和元年９月３０日限り、その効力を失う。 

 

訓令第２号 

第二期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務プロポーザル選定委員会設置要綱を次のよ

うに定める。 

  令和元年６月７日 

大和高田市長 堀内 大造   

第二期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務プロポーザル選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 第二期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務（ニーズ調査、集計、事業計画策定
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等）委託に係る受託候補者（以下「受託候補者」という。）の選定をプロポーザル方式により厳正

かつ公平に行うため、第二期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務プロポーザル選定委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 実施要領及び仕様書の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、プレゼンテーション等の内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員６名以内をもって組織する。 

２ 委員長は、福祉部長をもってこれに充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者とする。 

（１） 児童福祉課長 

（２） 保育課長 

（３） その他市長が特に必要と認める者 

４ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

 （委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

４ 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見

を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（会議の非公開） 

第６条 会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

（守秘義務） 

第８条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、福祉部保育課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

 （この訓令の失効） 
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２ この訓令は、令和２年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

告示第１５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和元年５月３１日付け

で専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  令和元年５月３１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和元年度大和高田市駐車場事業特別会計補正予算(第１号) 

 

令和元年度大和高田市駐車場事業特別会計補正予算(第１号) 

令和元年度大和高田市の駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３９，２８５千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３５９，３８５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                   （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

１．使用料及び手数

料 

 
２０，０９８ ３３９，２８５ ３５９，３８３ 

１．使用料 
２０，０９８ ３３９，２８５ ３５９，３８３ 

補正されなかった科目に係る額 
２ ０ ２ 

歳  入  合  計 
２０，１００ ３３９，２８５ ３５９，３８５ 

（歳出）                                   （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

３．繰上充用金  
０ ３３９，２８５ ３３９，２８５ 

１．繰上充用金 
０ ３３９，２８５ ３３９，２８５ 

補正されなかった科目に係る額 
２０，１００ ０ ２０，１００ 

歳  出  合  計 
２０，１００ ３３９，２８５ ３５９，３８５ 

「第３款 繰上充用金」を新設する。 

 

告示第１７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により大和都市計画生産緑地地区を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準

告 示 
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用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の

図書を公衆の縦覧に供します。 

  令和元年６月３日 

     大和高田市長 堀内 大造   

１．都市計画の種類 

  大和都市計画生産緑地地区 

２．都市計画を定める土地の区域 

  大和都市計画（大和高田市）市街化区域内 

３．縦覧場所 

  大和高田市環境建設部都市計画課 

 

告示第１８号 

令和元年６月１４日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

令和元年６月７日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

告示第１９号 

 令和元年度軽自動車税納税通知書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等

が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定に

より、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申

出があればいつでも交付します。 

  令和元年６月１２日 

                               大和高田市長 堀内 大造   

１．納税通知書の発送年月日 

令和元年５月９日 

２．この公示送達により変更する納期限  

  変更前 令和元年５月３１日 

  変更後 令和元年７月５日 

３．送達を受けるべき者 

  別紙令和元年度公示送達者名簿のとおり 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第２０号 

 差押調書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとお

り公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

令和元年６月１４日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

令和元年５月２１日 省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

  平成３１年４月２５日 省略（市役所前掲示場に掲示済み） 
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２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第２１号 

 平成２９年度国民健康保険税第３期から第６期までの督促状を郵便により送達しましたが、その送

達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

令和元年６月１４日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年度国民健康保険税第３期 平成２９年１０月３０日 

平成２９年度国民健康保険税第４期 平成２９年１１月２９日 

平成２９年度国民健康保険税第５期 平成２９年１２月２６日 

平成２９年度国民健康保険税第６期 平成３０年 １月３０日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第２２号 

 平成３０年度国民健康保険税第４期から第８期までの督促状を郵便により送達しましたが、その送

達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

令和元年６月１４日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

平成３０年度国民健康保険税第４期 平成３０年１１月２２日 

平成３０年度国民健康保険税第５期 平成３０年１２月２１日 

平成３０年度国民健康保険税第６期 平成３１年１月２３日 

平成３０年度国民健康保険税第７期 平成３１年２月２２日 

平成３０年度国民健康保険税第８期 平成３１年３月２５日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第２３号 

 平成２８年度市県民税第４期の督促状を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第
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１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

令和元年６月１４日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年度市県民税第４期 平成２８年１月２４日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第２４号 

 平成３０年度市県民税第４期の督促状を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第

１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

令和元年６月１４日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

平成３０年度市県民税第４期 平成３１年１月２４日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第２５号 

介護保険法第７９条第１項の規定により、指定居宅介護支援事業者を指定しましたので、同法第８

５条の規定により次のとおり告示します。 

令和元年６月１４日 

  大和高田市長 堀内 大造   

１ 事業者の名称 

株式会社 エミテラス 代表取締役 馬場 雄基 

２ 指定する事業所の名称及び所在地 

ココエミ 

大和高田市東中２丁目１５－２５ メゾン東中１０１号室 

３ 指定年月日 

令和元年６月１日 

４ 事業所の種類 

居宅介護支援 

 

告示第２６号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等
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の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  令和元年６月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  令和元年９月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成３１年３月１日から平成３１年３月３１日までの間 

 

告示第２７号 

大和高田市農産物直売所運営補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和元年６月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市農産物直売所運営補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、農産物直売所を運営し、生産者と消費者を結びつけることで農産物の地産地消

を推進し、農業経営の安定化を図ろうとする者であって、農業地域の活性化に資すると認めるもの

に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 地域農産物 市内に住所を有する農業者が生産した農産物をいう。 

 （２） 農産物加工品 地域農産物を加工したものをいう。 

 （３） 農産物直売所 主として地域農産物又は農産物加工品を直接販売する施設をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する団体とする。 

 （１） 団体の構成員に次に掲げる者が含まれていること。 

  ア 市内に住所を有する農家台帳に登録されている農業者 ３０名以上 

  イ 認定農業者（市から農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１２条第１項に

規定する認定を受けた者をいう。） １名以上 

 （２） 市内に農産物直売所を新設又は移設した日から３年以内であること。 

 （３） 市内での農産物直売所の運営実績が１年以上あること。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 農産物直売所の広報に要する経費 

 （２） 地域農産物又は農産物加工品のＰＲに要する経費 

 （３） 農産物直売所に供する店舗及び駐車場に係る賃料 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の２分の１以内とし、５００，０００円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出された補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

 （交付の申請） 
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第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を市長に提

出しなければならない。 

 （１） 大和高田市農産物直売所運営補助金交付申請書（様式第１号） 

 （２） 補助事業実施計画書（様式第２号） 

 （３） 収支予算書（様式第３号） 

 （４） 団体の構成員名簿 

 （５） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、農産物直売所を開設する都度、１会計年度につき１回とする。 

 （補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、

大和高田市農産物直売所運営補助金交付決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定による審査において必要があると認めるときは、現地調査を実施することが

できる。 

３ 市長は、第１項及び前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、

大和高田市農産物直売所運営補助金不交付決定通知書（様式第５号）により、申請者に通知するも

のとする。 

４ 市長は、補助事業の適正な執行のために必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当た

って条件を付することができる。 

 （補助金の交付） 

第８条 市長は、前条の規定により交付決定した補助金について、当該交付決定を受けた者（以下「補

助事業者」という。）に対し、概算払を行うものとする。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大和高田市農産物直売所運営補助金交付

請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を速やかに市長に提出しなけれ

ばならない。 

 （１） 補助事業実績報告書（様式第７号） 

 （２） 補助事業実績調書（様式第８号） 

 （３） 収支決算書（様式第９号） 

 （４） 支出報告書（様式第１０号） 

 （５） その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条に規定する補助事業の実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査

又は必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合するものであるかどうかを審査するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査又は現地調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大和高田市農産物直売所運営補助金確

定通知書（様式第１１号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 （精算） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、補助事業者に対し、大和高田市農産物直売所運営補助金返還命令書（精

算）（様式第１２号）により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により、返還の期限を延長

し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。 



令和元年７月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３６６号 

 24 

 （交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

（１） 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

（２） 詐欺その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３） 補助事業を中止又は廃止したとき。 

（４） その他この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第１０条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものと

する。 

３ 第７条に規定する決定の通知は、第１項の規定による取消しをした場合について準用する。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、大和高田市農産物直売所運営補助金返還

命令書（様式第１３号）により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による返還命令に係る補助金であってやむを得ない事情があると認めるとき

は、補助事業者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消

すことができる。 

 （書類の整備等） 

第１４条 補助事業者の代表者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度

から起算して５年間保管しなければならない。 

 （補則） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、令和元年７月１日から施行する。 

 

様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 大和高田市長  殿 

 

所在地 

申請者  団体名 

代表者名          印 

電話番号 

 

大和高田市農産物直売所運営補助金交付申請書 

 

      年度において、下記のとおり補助金の交付を受けたいので申請します。 

 

記 

 

 １ 補助金交付申請額                  円 

 ２ 添付書類     （１） 補助事業実施計画書（様式第２号） 

            （２） 収支予算書（様式第３号） 



令和元年７月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３６６号 

 25 

            （３） 団体の構成員名簿 

            （４） その他市長が必要と認める書類 

 

 

様式第２号（第６条関係） 

 

補助事業実施計画書 

事業実施期間 

年  月  日 ～   年  月  日 

 

事業の内容（農産物直売所の運営計画） 
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様式第３号（第６条関係） 

 

収支予算書 

収
入
・
支
出
 

科
   
目 

本
年
度
予
算
額 

ａ
  

前
年
度
決
算
額 

ｂ
  

比
較
増
減 

ａ
－
ｂ 

説
  
明 

収
入
科
目 

円 円 円 
 

     

     

     

     

     

     

     

収
入
合
計 

    

支
出
科
目 

円 円 円 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

支
出
合
計 
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様式第４号（第７条関係） 

大和高田市指令（ ）第  号 

年  月  日 

          様 

 

 

大和高田市長            印 

 

大和高田市農産物直売所運営補助金交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった大和高田市農産物直売所運営補助金の交付について

は、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

 

 １ 補助金交付決定額                  円 

 ２ 交付条件 

 

 

 

 

様式第５号（第７条関係） 

大和高田市指令（ ）第  号 

年  月  日 

          様 

大和高田市長            印 

 

大和高田市農産物直売所運営補助金不交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった大和高田市農産物直売所運営補助金の交付について

は不交付と決定しましたので、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額                  円 

２ 不交付の理由 
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様式第６号（第８条関係） 

年  月  日 

 大和高田市長  殿 

 

所在地 

請求者  団体名 

代表者名          印 

電話番号 

 

大和高田市農産物直売所運営補助金交付請求書 

 

      年  月  日付け大和高田市指令（ ）第  号により交付決定のありました  年

度大和高田市農産物直売所運営補助金を、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 １ 補助金交付決定 額   金         円 

 ２ 補助金交付請求 額   金         円 

 ３ 振 込 先 金 融 機 関 

   金融機関名 

   預金の種別 

   口座番号 

   フリガナ 

   名   義 

 

 

 

 

様式第７号（第９条関係） 

年  月  日 

 大和高田市長  殿 

 

所在地 

補助事業者  団体名 

代表者名          印 

電話番号 

 

補助事業実績報告書 

 

      年  月  日付け大和高田市指令（ ）第  号により交付決定のありました補助事

業について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 補助金交付決定額                  円 
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 ２ 添付書類  （１） 補助事業実績調書（様式第８号） 

         （２） 収支決算書（様式第９号） 

         （３） 支出報告書（様式第１０号） 

         （４） その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

様式第８号（第９条関係） 

 

補助事業実績調書 

実
 
施
 
日 

事   業   内   容 
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様式第９号（第９条関係） 

 

収支決算書  

収
入
支
出
 

科
  
目 

本
年
度
予
算
額 

ａ
  

本
年
度
決
算
 

（
見
込
）
額
  
ｂ 

比
 
較 

ａ
－
ｂ 

説
  
明 収

入
科
目 

円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

収
入
合
計 

    

支
出
科
目 

円 円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

支
出
合
計 
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様式第１０号（第９条関係） 

 

支出報告書  

年
 
月
 
日 

項
  
目 

支
払
（
予
定
）
金
額 

支
払
先
（
債
権
者
） 

備
 
考 

  円   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合
 
計 
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様式第１１号（第１０条関係） 

年  月  日 

          様 

大和高田市長            印 

 

大和高田市農産物直売所運営補助金確定通知書 

 

      年  月  日付けで実績報告のあった大和高田市農産物直売所運営補助事業につ

いて、補助金の額を確定したので下記のとおり通知します。 

 

記 

 

補助金確定額     金        円 

 

 

 

 

様式第１２号（第１１条関係） 

年  月  日 

          様 

 

大和高田市長            印 

 

大和高田市農産物直売所運営補助金返還命令書（精算） 

 

      年  月  日付け大和高田市指令（ ）第  号により交付決定しました 

  年度大和高田市農産物直売所運営補助金について、下記のとおり返還を命じます。 

 

 

記 

 

 １ 返 還 金 額    金         円 

   既 交 付 金 額    金         円 

   交付確定金額    金         円 

 ２ 返 還 期 限        年  月  日まで 
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様式第１３号（第１３条関係） 

年  月  日 

          様 

 

大和高田市長            印 

 

大和高田市農産物直売所運営補助金返還命令書 

 

      年  月  日付け大和高田市指令（ ）第  号により交付決定しました 

  年度大和高田市農産物直売所運営補助金について、下記のとおり返還を命じます。 

 

記 

 

 １ 返 還 金 額    金         円 

 ２ 返 還 期 限        年  月  日まで 

 ３ 返 還 理 由 

 

告示第２８号 

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する告示を次のように定

める。 

  令和元年６月２５日  

大和高田市長 堀内 大造   

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する告示 

（大和高田市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱の一部改正） 

第１条 大和高田市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱（平成１９年告示第４号）の一部を

次のように改正する。 

様式第３号から第５号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（大和高田市介護認定審査の個人情報の開示に関する事務取扱要綱の一部改正） 

第２条 大和高田市介護認定審査の個人情報の開示に関する事務取扱要綱（平成１４年告示第４５号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（大和高田市介護認定審査の個人情報の提供に関する事務取扱要綱の一部改正） 

第３条 大和高田市介護認定審査の個人情報の提供に関する事務取扱要綱（平成１３年告示第７１号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（大和高田市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱の一部改正） 

第４条 大和高田市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱（平成２２年告示第８３号）の一部を次のように

改正する。 

様式第１号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（大和高田市民間建築物吹付け石綿等分析調査事業補助金交付要綱の一部改正） 

第５条 大和高田市民間建築物吹付け石綿等分析調査事業補助金交付要綱（平成１９年告示第６３号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第３号ア中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

附 則 

この告示は、令和元年７月１日から施行する。 
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公告第１１号 

下記１の公告した入札工事について、下記２のとおり公告内容を一部訂正します。 

令和元年６月３日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 対象工事 

公告日  令和元年５月２９日 

公告番号 公告第１０号 

工事名  高田小学校消防用設備改修工事 

２ 訂正内容 

 入札公告中「５ 入札参加資格要件」の項を次のように改める。 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をす

べて満たしているものとします。 

（１）及び（２）略 

（３）甲種消防設備士第１類の有資格者及び第４類の有資格者を配

置できる者であること。（同一の者が両方の有資格者を兼ねるこ

とが可能。） 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない

者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続

開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は

民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を

除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８

０号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除

措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に

該当する者でないこと。 

入札公告中「６ 競争入札参加資格確認の申請」の項を次のように改める。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 
略 

（１） 略 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書

を（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関す

る誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申

請書と同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３） 略 

（４）受付期間 

令和元年５月３０日（木）から令和元年６月１０日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）～（６） 略 

入札公告中「８ 入札説明書（仕様書）の配布」の項を次のように改める。 

公 告 
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８ 入札説明書（仕様

書）の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年５月３０日（木）から令和元年６月１０日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）及び（３） 略 

入札公告中 

「 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最

低の価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥５，３１０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとしま

す。 

１９ その他 （１）及び（２） 略 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

                                          」 

を 

「 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内におい

て入札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５の（３）に係る確認審査を実施

します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限比較価格 ￥５，３１０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとしま

す。 

２１ その他 （１）及び（２） 略 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

                                          」 

に改める。 

 

公告第１２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和元年６月３日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 浮孔西小学校消防用設備改修工事 
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２ 工事場所 大和高田市 曽大根１丁目 地内（浮孔西小学校） 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）消防施設工事において建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第３条第１項の建設業の許可を受けている者であること。 

（４）甲種消防設備士第１類の有資格者を配置できる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 
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参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月１７日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月１８日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年６月２１日（金）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 
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開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５の（４）に係る確認審査を実施しま

す。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限比較価格 ￥３，９１０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 感染性廃棄物処理業務 

２ 履行場所 大和高田市立病院 感染性廃棄物集積場 

３ 履行期間 令和元年７月１日から令和３年６月３０日まで 

４ 履行内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 次に掲げる全ての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置、その他国又は県による同様の措置を受

けている者でないこと。 

（４）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年告示第２２号）第２条

第２号に規定する暴力団員（以下同じ。）又は同条第１号に規定する
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暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

でないこと。 

（５）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）第１４条の４の規定による特別管理産業廃棄物（感染性）収集

運搬業（病院所在地及び当該廃棄物の搬入先所在地の許可）及び特

別管理産業廃棄物（感染性）処理業の許可を受けている者であるこ

と。なお、いずれか一方の許可しか受けていない者は、他方の許可

を受けている者と業務提携（契約書等を提出）を行っていること。 

（６）過去５年間に、国内の病床数１６０床以上の病院の感染性廃棄

物処理業務を請け負い、１年間以上継続して誠実に履行した実績を

有する者であること。 

（７）奈良県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 

（８）当該業務を仕様書に基づき人員を配置し、確実に業務を履行で

きる者であること。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加申請書（以下｢申請書」という。）及び必要書類を提出し、競

争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期

限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資

格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本病院指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市立病院ホームページに掲載（ダウンロード可能）してい

ます。 

（２）必要書類として次に掲げるものを申請書と同時に提出してくだ

さい。 

  ア）病院所在地及び当該廃棄物の搬入先所在地の特別管理産業廃

棄物（感染性）収集運搬業の許可書（許可書のコピー） 

イ）特別管理産業廃棄物（感染性）処分業の許可書（許可書のコ

ピー） 

ウ）他方の許可を受けている者と業務提携が判る書類（契約書等

のコピー） 

エ）中間処理施設の処理能力が判る書類、パンフレット等 

オ）過去５年間に、国内の病床数１６０床以上の病院の感染性廃

棄物処理業務を請け負い、１年間以上継続して誠実に履行した

実績を証明できる書類 又は 契約書の写しの提出 

カ）特別管理産業廃棄物（感染性）運搬車両の車検証（コピー）

と車が判る写真（前、横、後） 

キ）暴力団排除に関する誓約書 

ク）印鑑証明書（コピー可） 

ケ）法人は履歴事項全部証明書（コピー可）、個人は身元証明書（コ

ピー可） 

上記 ク）、ケ）は、大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登

録名簿又は大和高田市立病院物品購入等入札参加資格者登録名簿に

登録している者については、提出の必要はありません。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによ

るものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお

渡しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月１０日（月）から令和元年６月１４日（金）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 
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（６）受付場所 

大和高田市礒野北町１番１号 

大和高田市立病院 管理課（受付窓口にて管理課に連絡したいと

申し出て下さい。） 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年６月１８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、入札参加資格確認通知書を送付

する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付する。 

８ 入札説明書（仕様書）

等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

仕様書等の必要書類は、大和高田市立病院ホームページへ掲載する。 

本入札への参加を希望する事業者は、同ホームページ「新着情報・

トピックス」欄から必要書類をダウンロードし、取得すること。（ホー

ムページアドレス http://ym-hp.yamatotakada.nara.jp） 

（１）掲載期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１４日（金）まで 

（２）問い合わせ先 

大和高田市礒野北町１番１号 大和高田市立病院 管理課 

ＴＥＬ0745-53-2901  ＦＡＸ0745-23-9282 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑は、大和高田市立病院ホーム

ページに掲載の質疑応答票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

令和元年６月１９日（水） 午後５時まで 

（２）大和高田市立病院 管理課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－９２８２ 

（３）回答方法及び期日 

回答は、令和元年６月２１日（金）午後５時までとし、ＦＡＸに

より、本件入札参加資格を認めた者すべてに行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 令和元年６月２４日（月）。入札執行日の前日であるため、

この日の 翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 〒６３５－８７９９ 大和高田市神楽２－７－４６  

日本郵便株式会社大和高田郵便局留 大和高田市立病院 管理        

 課 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特

定記録郵便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とし

ます。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、専用容器別に契約希望単価を消費税等抜き

の金額で記載し、予定数量を乗じた金額の合計金額を持って比較しま

す。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 
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１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日 時  令和元年６月２５日（火）午前１１時 

（２）場 所  大和高田市立病院（放射線治療棟）３階 会議室 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者の決定方法 

有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲で、最

低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限価格 設定しません。 

１８ 契約方法 入札書へ記載された単価により、容器別に単価契約を行う。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１４号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和元年６月５日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

公告第１５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 高田中学校テニスコート整備工事 

２ 工事場所 大和高田市 大中東町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月３０日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開
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始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年６月２８日（金）午後１時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２９，４８０，０００－（消費税等抜き） 
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１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

公告第１６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 磐園・高田小学校便所改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字有井 地内外 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ又はＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 
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（４）受付期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 
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１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年６月２８日（金）午後１時４５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥７，４３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 土庫・浮孔・片塩小学校便所改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 土庫３丁目 地内外 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ又はＤ級の者であること。 
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（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室

  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 
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（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年６月２８日（金）午後２時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの
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した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥６，６５０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 高田商業高校便所改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 材木町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ又はＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と
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同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 
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大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年６月２８日（金）午後２時１５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥３，６３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

公告第１９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 片塩・高田中学校便所改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 中三倉堂２丁目 地内外 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ
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て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ又はＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 
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の配布 （１）配布の期間 

令和元年６月７日（金）から令和元年６月１３日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年６月２８日（金）午後２時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入
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札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２，５９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２０号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和元年６月１２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 片塩中学校ＰＣＢ含有照明器具及び消火栓ホース取替工事 

２ 工事場所 大和高田市 中三倉堂２丁目 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の電気工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）甲種消防設備士第１類の有資格者を配置できる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ
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ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月１３日（木）から令和元年６月１９日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月１３日（木）から令和元年６月１９日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 
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（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年６月２８日（金）午後３時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５の（３）に係る確認審査を実施しま

す。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限比較価格 ￥３，９８０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２１号 

入 札 公 告 
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次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月１２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 浮孔・磐園・陵西小学校ＰＣＢ含有照明器具取替工事 

２ 工事場所 大和高田市 中三倉堂２丁目 地内外 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の電気工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月１３日（木）から令和元年６月１９日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後
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１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月１３日（木）から令和元年６月１９日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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（１）日時 

令和元年６月２８日（金）午後３時１５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２，８２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月１２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 片塩幼稚園渡り廊下屋根塗装工事 

２ 工事場所 大和高田市 旭北町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の塗装・防

水工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法
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の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月１３日（木）から令和元年６月１９日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室

  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月１３日（木）から令和元年６月１９日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書） 入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、
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についての質疑応答 次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年６月２８日（金）午後３時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限比較価格 ￥３，２１０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 
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（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月１２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 浮孔西小学校音楽室改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 曽大根１丁目 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる
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ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月１３日（木）から令和元年６月１９日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月１３日（木）から令和元年６月１９日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年６月２５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年６月２７日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 
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不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年６月２８日（金）午後３時４５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１，４８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月１４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 令和元年度敬老会記念品（飴）購入 

２ 納入期限 令和元年９月６日（金） 

３ 業務場所 さざんかホール及び大和高田市役所 

４ 業務内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者
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であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（５）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「食料品」

に登録している者であること。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和元年６月１４日（金）から令和元年６月２６日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日、日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和元年７月３日（水）午後５時１５分まで 

（２）送信先 
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大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平令和元年７月５日（金）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月８日（月）まで。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月９日（火）午前１０時から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２５号 

入 札 公 告 
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次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 大和高田市３地内コンクリートブロック塀改修工事設計業務委託 

２ 履行場所 大和高田市３地内（大字築山、大字有井、礒野北町） 

３ 履行期間 契約締結日から令和元年９月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の市内「建

築設計」業務又は市外「建築関係建設コンサルタント」業務に登録

している者であること。 

（２）鉄道事業者との近接工事協議に携わり、近接工事協議の結果を

踏まえた設計の履行実績を有する者であること。（土木工事における

履行実績でも可） 

（３）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（４）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の

規定に基づく一級建築士を管理技術者として配置できる者であるこ

と。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

①一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

②５の（２）にかかる近接工事協議を含む設計業務の実績を証明

できるもの（契約書・仕様書等の写し、テクリス業務概要の写

し等） 

③暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 
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（４）受付期間 

令和元年６月１８日（火）から令和元年６月２６日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月１８日（火）から令和元年６月２６日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月２日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月４日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 
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１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月５日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１，５１０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月２０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 ＪＲ高田駅東側広場照明柱撤去工事 

２ 工事場所 大和高田市 幸町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月３０日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事又は土木一式工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 
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（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項における

解体工事の建設業許可を有する者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ 建設業許可証明書等の写し 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月２１日（金）から令和元年６月２７日（木）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月２１日（金）から令和元年６月２７日（木）まで。
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ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月３日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月４日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月８日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月９日（火）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落
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札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１，６４０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月２１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 大和高田市役所庁舎敷地内ＰＣＢ使用製品全数調査荷姿登録作業業務

委託 

２ 業務場所 大和高田市大字大中１００番地１ 大和高田市役所 

３ 業務期間 契約締結後５日以内着工から令和元年９月３０日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「役務の

提供」のうち「検査・分析・調査業務」又は「その他（ＰＣＢ関連

業務に限る。）」に登録している者であること。 

（２）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（３）「特別管理産業廃棄物管理責任者」及び「特定化学物質及び四ア

ルキル鉛等作業主任者」の資格を有する者を業務責任者として配置

できる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き

一般競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、

競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、

期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加

資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 
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（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可

能）しています。 

（２）必要書類として次に掲げるのものを申請書と同時に提出してく

ださい。 

  ア）５（３）に定める有資格者で資格証の写し 

  イ）５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書。暴力団排除に関

する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、

（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに掲載してい

ます。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡し

します。） 

（４）受付期間 

令和元年６月２４日（月）から令和元年７月４日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月２４日（月）から令和元年７月４日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１１日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 
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令和元年７月１６日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月１７日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月１８日（木）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告
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します。 

令和元年６月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 令和元年度プリンタ等リース契約に係る納入業者等決定 

２ 納入場所 大和高田市役所内 大和高田市大字大中１００番地１ 

３ 契約期間 納入期限 ：令和元年８月３０日 

リース期間：令和元年１０月１日から令和６年９月３０日まで 

保守期間 ：令和元年１０月１日から令和６年９月３０日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

※本件は、リースの対象となる物品の納入業者及び納入価格を決定す

るものです。 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・

事務用機器」のうち「ＯＡ機器、ソフト」に登録している者である

こと。 

（２）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を参加しようとする入札案件ごとに提出

し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。ま

た、期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札

参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができま

せん。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡し

します。） 

（４）受付期間 

令和元年６月２６日（水）から令和元年７月５日（金）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 
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大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月２６日（水）から令和元年７月５日（金）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月１１日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月１６日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月１７日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、
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大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月１８日（木）午前９時００分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第２９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 大和高田市保健センター非常灯取替工事 

２ 工事場所 大和高田市 西町 地内（保健センター） 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月１３日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の電気工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 
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（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月２６日（水）から令和元年７月２日（火）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和元年６月２６日（水）から令和元年７月２日（火）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 
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大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年７月５日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和元年７月８日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月１０日（水）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月１１日（木）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 
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１７ 最低制限比較価格 ￥１，３１０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３０号 

 第二期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務の委託業者の選定を公募型プロポーザル方

式で行いますので公告します。 

  令和元年６月２６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務概要 

 （１） 業務名 

第二期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務 

 （２） 業務内容 

     第二期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定に関すること。 

具体的な業務内容に関しては、仕様書のとおり 

 （３） 履行期間 

契約締結の日から令和２年３月３１日まで 

 （４） 予算額 

     ３，２９４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 参加資格 

   公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「第二期大和高田市子ども・子育て 

支援事業計画策定業務委託プロポーザル実施要領」の参加資格要件（１）～（９）を全て満たす

者であること。 

３ 書類の提出期間 

令和元年６月２６日（水）から７月３日（水）まで 

持参の場合の受付時間は、土日を除く午前９時から午後５時まで 

郵送の場合は午後５時必着 

４ その他 

  募集要領等による。 

５ 担当課 

  〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

  大和高田市 福祉部 保育課 

電 話 ０７４５－２２－１１０１ 

ＦＡＸ ０７４５－５３－８０３３ 

 

 

 

 

農業委員会告示第６号 

大和高田市農業委員会７月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和元年６月２７日 

大和高田市農業委員会会長 今村 平治郎   

農業委員会 
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１ 日時 

令和元年７月１０日（水曜日）午後１時３０分 

２ 場所 

大和高田市役所 ３階 西会議室 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項について申請の件    

第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画について 

第３号 その他   

 

 

 

上下水道事業告示第７号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

令和元年６月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

業者名            代表者名    所在地 

（株）ＭＩＺＵＳＡＰＯ    中村 信幸   広島県広島市中区舟入幸町２１－２３ 

 

上下水道事業告示第８号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

令和元年６月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

業者名           代表者名    所在地 

日本水理（株）大阪南支店  小久保 和則  大阪府堺市北区北花田町３丁１９番７号 

              小久保 圭子 

 

上下水道事業公告第１２号 

入 札 公 告  

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和元年６月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 築枝築山地内管渠工事（３）・給配水管移設工事（Ｇ０３）・配水管布

設替工事（Ｓ０５） 

２ 工事場所 大和高田市 築山 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和２年２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

公営企業 
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５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和元年度大和高田市格付け等級がＡ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する１級の資格を有する監理技術者（契約締結時

点において継続して３ヶ月以上の雇用関係にあり、監理技術者講習

を５年以内に受講した者）を当該工事に専任で配置できる者である

こと。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年６月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を
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送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１４日（金）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２６日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年６月２７日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月１日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２日（火）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 
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開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制限比較価格 ￥７８，８２０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第１３号 

入 札 公 告  

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和元年６月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 藤枝土庫地内管渠工事（４） 

２ 工事場所 大和高田市 土庫 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和２年２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和元年度大和高田市格付け等級がＡ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する１級の資格を有する監理技術者（契約締結時

点において継続して３ヶ月以上の雇用関係にあり、監理技術者講習

を５年以内に受講した者）を当該工事に専任で配置できる者である

こと。 
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（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年６月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１４日（金）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 
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午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２６日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年６月２７日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月１日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２日（火）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 
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１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制限比較価格 ￥７６，５８０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第１４号 

入 札 公 告  

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 高６枝中今里町地内管渠工事（５２）・給配水管移設工事（Ｇ５２）・

配水管布設替工事（Ｓ０６） 

２ 工事場所 大和高田市 中今里町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年１２月２７日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和元年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発
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注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年６月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１４日（金）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 
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（１）受付期限 

令和元年６月２６日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年６月２７日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月１日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２日（火）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１５，０７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 
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（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第１５号 

入 札 公 告  

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 高６枝甘田町・南陽町地内管渠工事（６７）・給配水管移設工事（Ｇ６

７）  

２ 工事場所 大和高田市 甘田町・南陽町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年１２月２７日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）令和元年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓
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約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和元年６月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１４日（金）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２６日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和元年６月２７日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月１日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 



令和元年７月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第３６６号 

 92 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２日（火）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１０，３８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第１６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   
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１ 工事名 配水管布設替工事（Ｓ０４）及び消火栓新設工事（消０１） 

２ 工事場所 大和高田市 大中 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年１０月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者及び石綿作業主任者を配置することができ

る者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、水道工務課にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 
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大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２６日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

令和元年６月２７日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月１日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな
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ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２日（火）午後１時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２０，６６０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第１７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和元年６月３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 配水管布設工事（Ｓ０７）及び配水管布設替工事（Ｓ０８） 

２ 工事場所 大和高田市 奥田 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和元年９月３０日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者及び石綿作業主任者を配置することができ

る者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 
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（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、水道工務課にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 
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（１）閲覧等の期間 

令和元年６月４日（火）から令和元年６月１０日（月）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道工務課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市上水道ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和元年６月２６日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

令和元年６月２７日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和元年７月１日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和元年７月２日（火）午後２時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入
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札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１１，４２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 


